
第8回石川町農業委員会臨時総会議事録 

 

１．  招集年月日   令和５年７月２０日（月）  午後１時５０分  

 

２．  招集場所     石川町役場  ３階  議場   

 

３ . 議案  

 

（１）議案第２５号  

   石川町農業委員会長の選出について  

（２）議案第２６号  

   石川町農業委員会職務代理者の選出について  

（３）議案第２７号  

   石川町農地利用最適化推進委員の委嘱について  

（４）議案第２８号  

   議席の決定について  

 



出席委員    

農業委員   ９名  

１番  黒﨑  佳奈  ２番  鈴木  義延  ３番  永沼  善恵   

４番  岩谷  金良  ５番  野内   誠  ６番  大串  政一   

７番  近内  貞夫  ８番  泉   利夫  ９番  根本  常和  

 

農地利用最適化推進委員   １２名  

１１番  近藤   強  １２番  佐川  正治  １３番  添田  文彦

１４番  小針  淳一  １５番  渡邉  健一  １６番  伊藤良平次

１７番  小豆畑  元  １８番  添田   健  １９番  円谷  和司  

２０番  近内  壽夫  ２１番  矢内  常男  ２２番  福田  正三  

 

欠席委員   ０名      

   

 

事務局    事務局長    荒木  成輔  

農地管理係長  岸浪  正徳  

書   記    会田  勇輝  

専  門  員    志賀  幸雄   

 



・事務局長   総会に先立ちまして農業委員に任命されます皆様方に辞令の交付を行い

ます。 

        順番にお名前をお呼びしますので、前にお進みの上、お受け取りくださ

るようお願いします。 

        （１人ごとに呼名） 

・事務局長   只今より第８回石川町農業委員会臨時総会を開催いたします。 

        私、農業委員会事務局長の荒木と申します。臨時議長紹介までの間、総 

会の進行をさせて頂きます。よろしくお願いします。 

初めに、改選後最初に行う総会は農業委員会等に関する法律第２７条の  

規定により、町長が招集することになっておりますので、町長よりご挨拶 

をお願いいたします。 

・町  長   （町長挨拶） 

・事務局長   ありがとうございました。 

・事務局長   次に、農業委員及び事務局職員の紹介ですが、それぞれ自己紹介の形で 

       お願いいたします。 

１番の議席に着席されている黒﨑佳奈委員さんから順次お願いいたし 

ます。 

        （各委員及び事務局職員自己紹介） 

・事務局長   以上で自己紹介を終わります。 

        ここで塩田町長については退席いたします。 

        （町長退席） 

        さて、本総会は改選後初めての総会ですので、会長が選出されるまでの 

       間、地方自治法第１０７条の規定を準用し出席委員の中で年長の委員が臨 

時に議長の職務を行うことといたします。 

年長の委員は近内貞夫委員でありますのでご紹介いたします。 

近内貞夫委員、よろしくお願いします。 

・臨時議長   只今紹介のありました近内貞夫です。 

        議長が決定されるまでの間、臨時議長を務めますので、議事進行に特段 

       のご協力をお願いいたします。 

        日程第６ 総会成立報告ですが、第８回石川町農業委員会臨時総会は、 

出席９名で定足数に達しており成立していることを報告します。 



 次に、日程７ 議事録署名人の選出ですが、臨時議長の指名でご異議あ 

りませんか。 

・全委員   （「異議なし」の声あり） 

・臨時議長   異議なしと認め、議事録署名人には黒﨑佳奈委員及び泉利夫委員を指 

名します。 

・臨時議長   次に日程第８ 仮議席の指定を行います。仮議席は、只今着席の議席を 

指定します。 

 

日程第９ 議案 

・臨時議長   これより議事に入ります。 

議案を上程します。 

議案第２５号 石川町農業委員会長の選出についてを議題といたしま

す。事務局の説明を求めます。 

・事務局長  （議案朗読） 

        会長の互選について説明いたします。 

会長の互選については、農業委員会等に関する法律第５条第２項に「会

長は委員が互選した者をもって充てる」と規定されています。互選とは、

相互に選挙することになるため投票により行うのが原則ではありますが、

地方自治法第１１８条第２項の規定で出席委員にご異議ない場合は、指名

推選の方法によることができます。従いまして投票と指名推選の２つの方

法があります。 

・臨時議長   只今、事務局長から説明がありましたが、投票または指名推選どちらの

方法で選出するかお諮りいたします。発言される委員の方は挙手のうえ、

仮議席の番号を言ってから発言ください。 

・大串政一委員   ７番 指名推選の方法で良いと思います。 

・臨時議長   只今大串政一委員より指名推選との意見がありましたが、指名推選する 

   ことでご異議ありませんか。 

・全委員   （「異議なし」の声あり） 

・臨時議長   異議なしと認めます。会長の選出は指名推選により行うことにします。

それでは、指名推選を行いますので委員の発言を求めます。 

・大串政一委員   根本常和委員を指名推選します。 



・臨時議長   只今大串委員から根本委員に推薦がありました。ご異議ありませんか。 

・全委員    （「異議なし」の声あり） 

・臨時議長   異議なしと認めます。会長には根本常和委員が選出されました。 

会長が決まりましたので、ここで議長を交代します。ご協力ありがとう 

ございました。 

 なお議長を交代する間、暫時休議します。 

午後２時１７分 休議 

午後２時１９分 再開 

 

・事務局長   只今会長に選任されました根本常和委員より就任の挨拶をお願いします。 

・根本常和委員   （会長就任挨拶） 

・議  長   再開します。 

 

        それでは次に、議案第２６号 石川町農業委員会長職務代理者の選出に

ついてを議題といたします。事務局の説明を求めます。 

・事務局長   （議案朗読） 

        職務代理者の互選について説明いたします。 

職務代理者の互選については、農業委員会等に関する法律第５条第５項

に「会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員が互選した者がその職

務を代理する。」と規定されています。先ほどの会長の選出と同じように

投票と指名推選の２つの方法があります。 

・議  長   只今事務局長から説明がありましたが、投票又は指名推選どちらの方法

で選出するかお諮りいたします。発言される委員の方は挙手のうえ、仮議

席の番号を言ってから発言ください。 

・永沼善恵委員   ４番 指名推選でお願いします。 

・議  長   只今永沼委員より、指名推選との意見がありましたが、指名推選するこ

とでご異議ありませんか。 

・全委員   （「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議なしと認めます。会長職務代理者の選出は指名推選により行うこと

にいたします。 

        それでは、指名推選を行いますので委員の発言を求めます。 



・永沼善恵委員   ４番 泉利夫委員を指名推選します。 

・議  長   只今永沼善恵委員から、泉利夫委員に推薦がありました。ご異議ありま

せんか。 

・全委員    （「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議なしと認めます。職務代理者には、泉利夫委員が選出されました。 

        職務代理者の泉委利夫委員より就任の挨拶をお願いします。それでは前

にお進みください。 

・泉利夫委員 （職務代理者就任挨拶） 

 

・議  長   ありがとうございました。次に議案 第２７号石川町農地利用最適化推

進委員の委嘱についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。 

・事務局長   （議案朗読） 

        令和５年２月７日から３月６日まで募集を行ったところ、最終的に各行

政区より１２名の方の推薦をいただいております。また、４月の農業委員

会総会においても１２名の方は候補者として承認されております。 

        なお、推進委員を委嘱するために本総会での承認をお願いするものです。 

・議  長   石川町農地利用最適化推進委員の委嘱について質疑に入りますので、ご

意見のある方の発言を求めます。 

・全委員    （「異議なし」の声あり） 

・議  長   それではお諮りいたします。石川町農地利用最適化推進委員の審議につ

ては一括審議とします。何かご意見ございませんか。 

・全委員    （「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議なしと認めます。採決に入ります。石川町農地利用最適化推進委員

の委嘱について承認される方の起立を求めます。 

        （起立多数） 

・議  長   それでは賛成多数ですので、全ての石川町農地利用最適化推進委員の委

嘱については承認されました。 

・議  長   次に議案 第２８号議席の決定についてを議題といたします。事務局の

説明を求めます。 

・事務局長   （議案朗読） 

        なお、石川町農業委員会会議規則第５条の規定により、議席は会長が指



定することになっています。 

        参考までに、只今の仮議席は、農業委員及び農地利用最適化推進委員、

共に就任期数別に、それぞれ年齢の若い順からとなっています。 

        なお、慣例として、会長は農業委員の最終議席、職務代理者はその前の 

       議席としております。 

・議  長   事務局長から説明がありましたが、議席は会長が指定することになって

おります。 

        慣例により会長は９番、職務代理者は８番の議席とします。 

        この他は只今の議席とし、空席となる議席は次の議席から順次繰り上げ

た議席を指定します。 

        確認のため議席番号を、事務局から報告させます。 

・事務局長   （議席の報告） 

・議  長   それでは、事務局から報告のあった議席に着席して下さい。 

        全員着席するまで暫時休議します。 

        午後２時２８分 休議 

        午後２時２９分 再開 

・議  長   再開します。 

        次の委員会総会からは、只今の議席に着席して下さい。 

        以上で本日提案された議題はすべて終了しました。 

 

 

午後２時３２分 

この議事録は書記が作成したもので、その内容に相違ないことを証するため

署名する。  

            令和５年７月２０日  

            石川町農業委員会  

         石川町農業委員会長                  

 議事録署名人   １番           

                    ２番           

               


